
平成19年度 包括外部監査の結果及びこれに対して講じた措置

○専修学校等に係る財務に関する事務の執行及び事業の管理について

１ 共 通

結 果 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

現物実査における 遊休物品についての明確な基準 物品の現物実査実施要領において遊休物
遊休物品の把握に を定義する、あるいは具体例を提 品の定義を「所属として、現在利用してい
ついて 示することにより、遊休物品の把 ない物品をいう。（ただし、１年以内に修

握を行うよう検討する必要があ 繕しようとしている物品を除く。）」と改
る。 正しました。

また、イントラネットの掲示板を活用し、
遊休物品の有効利用を図るよう通知しまし
た。
（出納管理課）

物品の現物実査実施要領に基づき、現物
実査に併せ遊休物品の把握をしました。
なお、学内で使用しない物品は、他の物
品と混在しないよう遊休物品と分かる表示
をし、保管場所を定め保管しました。
また、イントラネットの掲示板を活用し、
遊休物品の有効利用を図ります。
（国際情報科学芸術アカデミー）

物品の現物実査実施要領に基づき、現物
実査に併せ遊休物品の把握をしました。
また、イントラネットの掲示板を活用し、
遊休物品の有効利用を図ります。
（国際園芸アカデミー）

物品の現物実査実施要領に基づき、現物
実査に併せ遊休物品の把握をしました。
また、イントラネットの掲示板を活用し、
遊休物品の有効利用を図ります。
（森林文化アカデミー）

物品の現物実査実施要領に基づき、現物
実査に併せ遊休物品の把握をしました。
また、イントラネットの掲示板を活用し、
遊休物品の有効利用を図ります。
（国際たくみアカデミー）



２ 国際情報科学芸術アカデミー

結 果 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

備品管理について 平成18年度の包括外部監査にお 包括外部監査現地調査時に一部残ってい
いて情報科学芸術大学院大学の備 た備品の所在確認を続行し、全教職員から
品管理の問題を指摘しており、現 の状況聴取や経緯の確認などの追跡調査を
場ではその対応は取られていたも 行い、それらを取りまとめ、平成19年度に
のの、最終的な実査結果は監査の アカデミー及び大学院大学の全備品の実査
実施段階では確認することはでき を終了し報告しました。
なかった。 平成20年度は、マニュアルに従い適切な
今後はマニュアルに従った適切 管理と期間内に備品実査を実施しました。

な管理と指定期間内に備品実査が 今後は、必要に応じて関連部署からの協力
実施されるよう、イアマス（国際 を受けて、指定期限内に備品実査を行いま
情報科学芸術アカデミー及び情報 す。
科学芸術大学院大学）は当然のこ
と、人的応援を行うといった関連
部署の協力も必要である。

３ 国際園芸アカデミー

結 果 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

備品管理の状況に 現物との照合が適正に実施でき 物品一覧表の不備については、農業大学
ついて るように、国際園芸アカデミーの 校が修正しました。

物品管理について事務委任されて また、廃校になった学校からの管理換え
いる農業大学校は、物品一覧表の 物品については、再確認したところ、利用
不備を修正する必要がある。また、頻度が低いものがあったため、農業大学校
今回現物確認した物品について特 がこれを遊休物品として登録しました。
に廃校となった学校からの管理換 これらについては、イントラネットの掲
えの物品については、再確認し利 示板を活用し、有効利用を図ります。
用頻度が低いようであれば、農業
大学校は物品一覧表に遊休物品と
して登録する必要がある。

４ 森林文化アカデミー

結 果 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

備品管理について 物品一覧表の不備を適正に修正 物品の現物実査実施要領に基づき、現物
するためには、実査担当者が物品 実査を行い、現物実査結果報告書によりそ
の現物実査実施要領を遵守して現 の結果を報告しました。
物実査を行い、その結果に裏付け
られた現物実査結果報告書を作成
し報告することを徹底する等の検
討が必要である。

施設設備の維持管 県の財政状況からすれば、大規 大規模な修繕については、意匠権につい
理について 模修繕が必要となった段階でそれ ても明らかにした計画を策定し、適正な維

を一度に行えるような予算は立て 持管理に努めます。
られない可能性が高く、今後大規
模修繕に備えて資金面における計
画を立てておく必要がある。
また、建築家との意匠権の問題

についても設置に関係した職員が
在籍するうちに明らかにしておく
必要がある。



結 果 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

非常勤講師の勤怠 単発で１日のみの非常勤講師に すべての講師について出席確認票により
管理について ついても、非常勤講師として出勤 勤務の確認を行いました。

簿またはそれに代替するものを備
え付け、必ず署名・押印してもら
うことにより、事務局で勤怠管理
をするよう検討すべきである。

５ 国際たくみアカデミー

結 果 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

平成18年度の実査 すべての物品が物品一覧表と照 物品確認のために使用した実査帳票等に
状況について 合できたと実証するためには、す ついても保管することとしました。

べての実査帳票が保管されてなけ
ればならず、すべての物品を確認
した証跡が残されていることが必
要である。

備品管理の状況に 物品一覧表の不備を適正に修正 現物実査を行う前に、物品の現物実査実
ついて するためには、国際たくみアカデ 施要領について説明会を実施し周知徹底を

ミーの実査担当者が、物品の現物 図ったうえで、当該要領に基づいて現物実
実査実施要領を遵守して現物実査 査を行い、その結果を踏まえた現物実査結
を行い、その結果に裏付けられた 果報告書を作成しました。
現物実査結果報告書を作成し報告
することを徹底させる等の検討が
必要である。

国際たくみアカデ 技能労働者を養成するという国 経済的事情により授業料徴収に配慮が必
ミー（職業能力開 民経済的、労働政策的考慮と求職 要な対象者に考慮しながら、授業料有料化
発校）の授業料等 者の経済的負担を鑑みて無料とし について検討します。
の無料について ているとのことであるが、普通課

程の訓練料は、一部私立学校とも
競合する関係にあること、離職者
より進学者が多く入学している科
があること、また他県の徴収状況
も考慮しながら、今後も普通課程
の無料を継続してよいのかどうか
検討をする必要がある。

国際たくみアカデ 単純な誤謬であり管理上問題は 勤怠管理については、書類の整備も含め
ミー（職業能力開 なかったが、出勤簿や職員録に不 て、今後校長の責任において確認を徹底し
発校）の人件費に 備が多いということは、勤怠管理 ます。
ついて が適切に行われていないのではと

いう疑義が生じるため、担当者の
みに任せるのではなく、校長が管
理書類の確認をしっかり行う必要
がある。

指導員の消耗品等 実習等で必要とされる消耗品等 消耗品の購入に当たっては、事前決裁に
購入支出について の購入に際し、事務局での内容に その使途（訓練内容）や使用時期を明記さ

関するチェックが十分でないた せ（必要に応じて資料も添付）、必要性等
め、支出を抑える牽制機能がうま を判断することとしました。
く働かない可能性がある。支出削
減のためには、事務局が牽制機能
を発揮できるよう、その必要性、
緊急性に対する判断が可能な資料
の添付を制度化すべきである。



平成19年度 包括外部監査の意見及びこれに対して講じた措置

○専修学校等に係る財務に関する事務の執行及び事業の管理について

１ 共 通

意 見 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

備品等の金額基準 例えば備品としての計上基準を 物品登録基準金額について、包括外部監
について 一律10万円以上に引き上げるとと 査人の意見や他県状況を踏まえて、基準額

もに、10万円未満の物品について の引き上げ等効率的な管理について検討し
は、物品一覧表の登録を義務づけ ていきます。
ない。しかし、物品一覧表に登録 (出納管理課）
したすべての物品の除却は所定の
手続を経て、除却理由を明確化す
るとともに除却資料の保存を徹底
させるような効率的な管理を検討
することが望まれる。

備品整理票の記載 平成19年度において、物品一覧 適切な備品管理のためには、当該備品に
内容について 表の改正に伴い、物品固有番号が 関する所在場所及び管理者が確認できるこ

変更されたため、備品整理票も変 とが望ましいことから、貸出用備品など頻
更となったが、変更後の備品整理 繁に移動する物品には、備品整理票と併せ、
票に所在場所コードは記載されて 貸出備品であることが区別できるシールを
いない。平成19年度の実査に伴い 貼付しました。
備品整理票の貼り替えも完了して また、アカデミー及び大学院大学の全備
いることから、各所属において必 品に所在場所と管理者を表記したシールを
要に応じて補助的に所在場所がわ 平成２０年度中に貼付しました。
かるように別途任意の整理票を貼 （国際情報科学芸術アカデミー）
付するなどの工夫も考えられる。
なお、その場合に頻繁に移動す 所在場所からの移動の少ない備品につい

る物品については、所在場所がわ ては、物品一覧表により所在場所の確認を
かりやすいように整理票を色別に 行いました。一方、頻繁に移動する物品に
するなどの方法も考えられる。 ついては、備品整理票に所在場所を記載し、

効率的な物品管理に努めています。
（国際園芸アカデミー）

備品については、所在場所を示したラベ
ルを貼付しました。
（森林文化アカデミー）

各備品に所在場所（定置場所）を表示し
ました。
（国際たくみアカデミー）

固定資産の取得 修繕に関する支出の内容を検討 施設設備の大規模修繕費などの資本的支
（資本的支出）と し、資本的支出か修繕費かを区別 出について、施設設備ごとに記録し継続し
修繕費の概念につ して処理するという会計的対応は て把握することで、管理運営上の資料とし
いて 難しいかもしれないが、管理上資 て活用します。

本的支出を継続的に把握し、費用 （国際情報科学芸術アカデミー）
対効果を常に検討することが望ま
れる。 施設設備の修繕費については経年の支出

が把握できるよう記録の整理を行いまし
た。費用対効果を検討し、施設設備の管理
に努めます。
（国際園芸アカデミー）

修繕状況一覧表等を作成しました。施設
管理運営上の資料として活用します。
（森林文化アカデミー）



意 見 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

各施設設備の大規模修繕費の支出につい
て、継続的に把握できるよう記録すること
とし、管理運営上の資料として活用します。
（国際たくみアカデミー）

時間外勤務時間の あくまで目安ではあるが、例え 時間外勤務の記入は、実際に勤務した時
記入方法について ば10分を区切りに業務を行うとい 間（実績）を記入すべきものであり、結果

うような方針を立て、従事する職 的に時間外勤務の記入時間が10分あるいは
員の共通認識とすることで、記入 30分といった区切りにはならないこともあ
単位のばらつきは減少すると思わ ります。もっとも、時間外勤務を命令する
れる。 際、計画的に業務を遂行できるよう方針を

立て、不要な時間外勤務を行わないことは
重要です。そのため、所属長等が時間外勤
務を命令する際には、事前命令と事後確認
を徹底し、業務内容の確認に基づく命令の
発出と手当の支給を適正に行うよう通知を
しました。今後も、適正な命令及び実績管
理が行われるよう努めてまいります。
（人事課）

委託契約について 適正な委託設計金額の積算が行 平成19年度業務委託契約に際して、積算
われているかを再確認し、指名基 の見直しを行うとともに指名業者の選定条
準を見直すこと、または一般競争 件を拡げ、従来の２倍の20社程度に増やし、
入札にすることにより、参加業者 競争性を高めました。
の新陳代謝を図ることによって、 また、平成20年度の契約においても、更
効果的な入札が行われることが望 に積算等の見直しを行い、効率的な執行に
まれる。 努めました。

（国際情報科学芸術アカデミー）

適正な委託設計金額の積算に努めるとと
もに、入札に際しては効果的な入札となる
よう指名業者の選定条件を可能な限り見直
し、指名入札参加者数を増やすことにより
競争性を高め、効果的な入札に努めます。
また、案件によっては、電子調達を活用し、
競争性のある効果的な執行に努めます。
（国際園芸アカデミー）

平成20年度の委託実施にあたり、委託設
計の積算内容を再確認しました。引き続き、
業務内容・積算基準を明確にするととも
に、業者選定についても見直しを図ります。
（森林文化アカデミー）

予定価格の算出方法の再確認を行うとと
もに指名基準を見直しました。これにより、
平成20年度は過半数の指名業者が入れ替わ
りました。
（国際たくみアカデミー）



２ 国際情報科学芸術アカデミー

意 見 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

学内清掃業務につ 予定価格、落札価格については、 平成19年度は指名業者の選定条件を拡
いて 金額や下落割合を見ても大きな変 げ、11社から23社へ拡大するとともに、委

動はなく同じような水準で推移し 託業務内容について適正な業務内容に見直
ており、本来競争入札に求められ しました。 平成20年度の契約では、積算
る公正な価格競争という機能が十 内容について見直しを行い更に改善に努め
分に働いているとは言えない状況 ました。
にある。

サーバサービス提 サーバサービス業務自体の規模 サーバサービスの効率的な運用とコスト
供事業業務及びＷ 縮小など、新たな方向性も模索し 削減を図るため、平成21年度に予定してい
ＤＭ機器機械保守 ていく必要があると思われる。学 るネットワークシステム機器の更新時に、
業務について 生数、研究内容及び国際情報科学 サーバーサービス容量とサーバ利用実績の

芸術アカデミーの運用形態に対し 把握及び契約に係る積算金額についての見
てこれだけのサーバサービスが必 直しを行うとともに、サーバーサービス提
要であるかどうかと併せて検討を 供事業も含め、各種機器の維持管理業務委
要求したい。 託を一括・複数年契約（債務負担）としま
ＷＤＭ機器保守については、サ す。

ーバサービス業務と契約業者が同
一であることから、契約を統合し
てコスト削減につなげる努力が期
待される。

ネットワーク機器 一者随意契約にする理由にある 現在、平成21年度に予定しているネット
等維持管理業務及 ように、ネットワークシステムの ワークシステム機器の機器更新にあたり、
び定期メンテナン コスト、信頼性を重視するのであ 維持保守業務を含むリース契約を、一般競
ス業務について れば、これら個別の維持管理業務 争入札による複数年契約（債務負担）とす

を集約してコスト削減、信頼性の ることとし、個別の維持管理委託業務の集
向上をはかるべきである。これと 約についての契約方法及び契約内容の見直
併せて作業実績に見合った積算金 し、システムの全体の効率的な運用・コス
額の設計を行い、長期間同一業者 ト削減を検討します。
との契約が続くなかで業者との間
に馴れ合いが生じないよう注意す
るとともに、一般競争入札による
複数年契約の可能性も検討するこ
とが望まれる。

その他 従来の官主導による産業振興か 今後のイアマスの方向性を明確にするた
ら民主導による産業振興への転換 めに、「ＩＡＭＡＳの今後のあり方」を策
やイアマスとソフトピアジャパン 定し公表しました（H21.2.26）。
の機能的な連携強化など、様々な
課題があるようである。
現場、関係部署、関係企業など

の関係者の意見調整に時間がかか
っているようであるが、時間が経
過するほど対応も遅くなるため、
早急にイアマスの今後の運営方針
を明らかにするとともに、県民に
も情報公開していくことが望まれ
る。



３ 国際園芸アカデミー

意 見 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

情報システム整備 学生定員が80名でしかない当ア 現行契約は平成20年度末に終了し、平成
業務について カデミーに対し、果たして諸条件 21年度に新たな契約を締結する必要がある

を加味した総合評価一般競争入札 ため、平成19年度から学内に情報システム
でのシステム導入、維持管理が必 検討会議を設置し、システムの規模縮小や
要であったのか、むしろ収支のバ 契約内容の見直しなど、トータルコストを
ランスから見てできるだけシンプ 含め次期契約について検討しました。契約
ルなシステムを一般競争入札で購 に当たっては、一般競争入札により、競争
入すれば良かったのではないかと 性のある効果的な執行に努めます。
いう考え方もできる。
契約当初にすべてを予測するこ

とは困難であるが、本当にこの契
約によりトータルコストが抑えら
れたのかを十分に検討し、次回の
契約時に生かしていくことが望ま
れる。

空調設備機器保守 必要性の有無に関係なく一律に 近隣の県施設の状況を確認したところ、
点検業務について 支出を削減することが続けばこの 保守点検業務の予算措置がなされていなか

ような委託業務を受託する業者が ったり、団体予算での対応という状況であ
いなくなる可能性があるため、複 り、経済性を追求し、複数の施設の業務委
数の施設の業務をまとめて委託す 託をまとめて契約することは困難でした。
るなど、県の施設全体で経済性を このため平成19年度より、空調設備機器保
追求することが望まれる。 守点検については仕様を見直し、保守点検

回数を減らしました。今後も施設管理の経
済性に配慮し、適正な執行に努めます。

学生募集ダイレク 支出の削減をもとめられるなか 学生募集に当たっては、県内短期大学や
トメール発送代行 で、発送件数や発送回数を減少さ 大学等との連携をより一層強化し、受験生
業務について せ、最小のコストで最大の成果が のニーズの把握を行うとともに、ポスター

上がるよう努力をされていると思 やアカデミーのホームページの充実を図る
われるが、オープンキャンパスと 等、他の広報手法により学生確保に努める
いった他のＰＲ活動を含め、他の こととし、本業務については取り止めまし
大学とは異なるアカデミーの良さ た。
を伝えられるよう努力されること
が望まれる。

清掃業務について 清掃業務の仕様について、作業 平成20年度の契約の際には、仕様を見直
あたり単価が高すぎるということ し、作業当りの単価は県内の実勢に即する
になる。今後は、仕様自体も毎期 よう名古屋単価に格差係数を乗じて補正し
見直すのはもちろんのこと、作業 て積算しました。平成21年度も仕様を見直
あたり単価を実勢に近いものに調 し、適正な積算に努めています。
整したうえで設計金額を積算する
必要がある。

警備業務について 人件費が原因で予定価格と落札 平成20年度の契約の際には、前年度実績
価格が大きく乖離する契約は他に 報告書等の内容を分析し、実勢に見合う金
もあると思われ、県の積算単価を 額で積算を行いました。今後も適正な積算
用いるとしてもそれをそのまま利 に努めます。
用するのではなく、実績報告書等
から分析、検討して、実勢に見合
うよう次の契約時の積算に生かし
ていくことが必要である。

生涯学習講座の収 講座によっては受益者負担とし 平成２１年度の生涯学習講座について
支について て実費徴収しているが、県の歳入、は、研修のあり方等の見直しを行い、実費

歳出に計上されていない。 徴収を必要とする講座を廃止します。今後、
過去の不正資金問題を考えた場 実費徴収が必要な場合は、県の歳入・歳出

合、会計の透明性の観点から、徴 へ計上することとします。
収額を歳入に計上し支出額を歳出



意 見 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

に計上することについて、検討の
必要があると考える。

負担金他について 教育上止むを得ないかもしれな 教授会で、支出効果及び重要性等を検討
いが、少しでも抑えられる支出は し、学校として参加を認める学会等を絞り
削減する必要があるため、事務局 込むことにより支出を削減しました。今後
側からもその必要性に対して確認 も効果及び必要性を毎年検証し、効果的な
できるように、支出の効果を毎年 支出に努めます。
見直しする組織的な検討が行われ
ることが望まれる。

４ 森林文化アカデミー

意 見 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

警備業務について 適正な委託設計金額の積算とそ 平成20年度に設計金額等の見直しを実施
れに見合う警備体制の再確認を行 しました。今後も警備体制の再確認と適正
うことが望まれる。 な委託設計積算に努めます。

情報システム保守 基本となる人件費等の積算やこ 平成19年10月より、従事業務内容詳細の
業務について れに乗ずる作業時間について、形 記載を実施しています。今後は、稼働日数

式的に設計されている印象を強く 等を考慮した、適切な設計金額の積算に努
受ける。今後は各作業毎に所要時 めます。
間を記入させて内容を確認し、作 平成20年度の契約では、システムを構成
業日数も含めて正しい稼動日数を する一部に業者固有の構築部分があって解
把握することを含めて総合的に積 析が間に合わず、１者随契となりましたが、
算方法の見直しを行うことが望ま 平成21年度については、一般競争入札で準
れる。また、選定業者を当初より 備を進めております。
１社のみとしていることは、競争
原理を排除していることになり、
単純にコスト削減に繋がらないば
かりか、価格の比較検討を行う機
会を逸していることになる。これ
を解消するためにも、選定業者の
追加、ひいては競争入札を導入す
ることが望まれる。

学内清掃業務につ 前年の実績報告書を確認して、 平成19年度において業務の見直し、指名
いて それを次回の積算方法に反映させ 業者の入れ替え等を実施しました。今後も

ることにより、客観的な委託設計 適切な設計金額の算定に努めます。
金額の算定を行うとともに、長期
間同じ業者だけが入札することが
起きないように、指名入札参加条
件を見直すこと、または一般競争
入札を導入することによって、入
札本来の機能を回復させることが
望まれる。

その他委託業務に 施設の立地条件や委託業務の専 各委託業務内容について見直しを行う検
ついて 門性から、業者の選定が少数に限 討会を開催し、適切な設計金額の算定、指

られてくる可能性も否めない。し 名基準等の見直しに努めます。
かし、その状況に甘んじることな
く、適正な委託設計金額の積算が
行われているかを再確認し、指名
基準の見直しや参加業者の新陳代
謝を図ることによって、効率的な
入札が行われることが望まれる。



５ 国際たくみアカデミー

意 見 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

備品の使用状況に 最新設備については、それを設 当校が保有する訓練機器については開放
ついて 置している企業と協議してインタ しました。

ーン研修等により、その設備を使 また、工業高校生ものづくりコンテスト
用した学習を行うべきである。あ 等県教育委員会所管事業における積極的な
るいは、他の教育機関または職業 会場提供など、他の教育機関の活動も進め
訓練校等と連携して、設備の共有 ており、今後こうした連携を強化します。
や共同活用により、使用状況の大
幅な改善を図ることが望まれる。
購入する必要があるというので

あれば、卒業生の就職先となる企
業からＯＪＴ等の一部移管という
目的で、多少陳腐化した設備を安
価で購入する手段もある。いずれ
にせよ、最新設備を設置し続ける
には相当な支出が必要であり、抜
本的な改善が早急に求められると
ころである。

学内清掃業務につ 年間売上高５億円以上を指名条 平成20年度分から指名基準について、年
いて 件の一つとしているが、比較的規 間売上高５億円以上を廃止するなどの見直

模の小さい業者のほうがコストを しを行い、指名業者を入れ替えて入札しま
かけずに業務を行うことができる した。
傾向もあるので、指名基準の見直
しなど、より条件に適した業者が
参加できるような入札環境の整備
を行うことが望まれる。

委託訓練業務につ 実質国からの委託費によって賄 障がい者委託訓練については、「障害者
いて われるとはいえ、特定の業者に随 委託訓練委託先企業等選考基準」を定め、

意契約が集中するのであれば、そ ハート購入制度（障害者雇用努力企業等か
の理由をより明白に県民に示すこ らの物品等調達制度）にも照らし合わせな
とが必要と思われる。 がら、委託先を決定しているところです。
その他の委託訓練業務について また、障がい者委託訓練受託可能な業者

も、上記同様に公平性を重視して、が徐々に複数認められるようになってきた
参加業者等の入替や可能な限り一 ため、平成１９年度から、できるところか
般競争入札への移行を図ることを ら電子調達（一般競争型随意契約）を導入
検討することが望まれる。 しています。

木工芸術スクール 県外出身者の入学者について 現下の厳しい経済・雇用情勢を踏まえな
の学費について は、せめて入学検定料及び入学金 がら、授業料等の有料化について検討しま

を徴収することを実施し、授業料 す。
についても無料でよいのかという
ことも含め、県内入学者との差別
化を検討することが望まれる。

国際たくみアカデ 両校の寮の共益費の算定に関 共益費の金額については、基準となる数
ミー（職業能力開 し、その計算方法については、理 値を見直す予定です。
発校）及び木工芸 にかなっているとしても、基準と 寮費（使用料）については、寄宿舎の建
術スクールの学生 なる実績の数値は、およそ20年前 設にあたって国庫補助金の交付を受けてお
寮の寮費徴収につ のものであり、現在もその金額に り、その交付要件により、実費以外の経費
いて よっていることは、物価水準から を徴収することはできません。

も合理的とはいえず、見直すこと なお、食費等相当分については、生徒が
が望まれる。また、寮費について 消費する食材等を購入する費用であり、今
も、無料とする理由が明確でない 後は、徴収支出などの会計について、生徒
限り原則徴収すべきではないかと 又はその保護者の運営で行うよう検討して
考える。そして、会計の透明性の 参ります。
観点から、徴収金全額を歳入に計
上し支出額を歳出に計上すること
について、検討すべきである。



意 見 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

国際たくみアカデ 職業能力開発短期大学校は、開 （職業能力開発短期大学校）
ミーの見直しにつ 設以来２学科とも定員割れで、在 本格開校して４年目で３期生分の修了生
いて 学生一人当たりのコストも異常に しか輩出しておらず、実績も乏しい現時点

高い状況にある。他県が設置して で設置の必要性の有無について論じること
いる職業訓練短期大学校の定員充 は非常に厳しいところですが、第８次（平
足率は、岐阜県より高く、また授 成18年度から平成22年度）岐阜県職業能力
業料も岐阜県のほぼ倍となってい 開発計画の策定において、「認知度の不足」
る。職業能力開発短期大学校は設 が定員割れの原因と分析しており、この解
置が義務化されているわけではな 消に向けワーキンググループを立ち上げ取
いので、県立で設置する必要があ り組んでいるところです。
るのかどうかの再検討が望まれ （職業能力開発校・木工芸術スクール）
る。 平成19年度中に訓練科目の段階的な整理
また、職業能力開発校は、第８ 統合について具体的な内容の検討を行いま

次計画の課題と施策にも記載され した。平成21年度から新科目で訓練を開始
ているが、民間教育訓練機関で整 します。
備されている訓練科目について
は、廃止あるいは委託の検討が望
まれる。

６ アカデミーに対する提言

意 見 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

連携の強化につい 各アカデミーの存在意義を明確 国際情報科学芸術アカデミーは、情報科
て にすべく、現状を踏まえた実現性 学芸術大学院大学とともに「岐阜県行財政

のある運営方針の見直しが必要で 改革指針」の「公の施設等の見直し」にお
ある。 その中で、各アカデミー いて、「あり方検討（抜本的見直しの内容
がその存在意義を明確にし、高め を検討するもの）」に分類されています。
ていくため、単独ではなく、それ 具体的には、平成21年2月26日に公表した
ぞれが関係する分野のステークホ 「IAMASの今後のあり方」の中で、「県に設
ルダーとの連携の更なる強化を 置するＩＡＭＡＳ検討委員会において、今
し、まずは入ってくる学生を確保 後のあり方についてさらに専門的な見地か
すべく、県下の高等学校と連携し、らの検討を行い、平成21年度末までに一定
授業や実技の場を提供し、そして、の結論を得る」ものとされました。
県の産業に貢献するような就職の また、「IAMASの今後のあり方」には、「I
場を確保すべく、県下の企業や業 AMASの当面の見直しの方向」として、概ね
者と連携し、そのニーズに合った 提言の趣旨に沿った施策が盛り込まれてお
教育を行っていく。また、研究機 り、ＩＡＭＡＳは、これを踏まえた「IAMA
関とも連携して、県独自の技術も S改善行動計画」を策定します。
磨いていく。さらには、施設のあ （国際情報科学芸術アカデミー）
る市町村にもその存在を知っても
らい、有効利用してもらう。この 運営諮問会議に検討委員会を設置し、
ような連携が取れ、相乗効果を生 （社）岐阜県造園緑化協会、高等学校、公
み出すことにより、真にその設置 認会計士等、多方面から意見聴取し、設立
目的が達成され、存在意義が明確 効果の検証と今後のあり方について検討を
になると思われる。設置してまだ 行っています。
それほど期間が経過していないア 今後とも、園界求められる人材を育成し、
カデミーもあり、その成果を求め 県内への就職についても積極的に取り組ん
るのは酷かもしれないが、例えば でまいります。
今後３年間でどれだけの成果を上 なお、高等学校等との連携による学生募
げるというように期間を限定し、 集の強化を図るとともに、カリキュラムに
そこで成果が出なければ、存続に 県独自の園芸技術をいち早く導入するよう
ついても検討することが望まれ 農業技術センター等研究機関と連携しなが
る。 ら授業を進めます。

また、地元との連携強化策として現在、
可児市等のまちづくりに参画し、地域から
求められる技術面の協力を行っています。



意 見 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

今後も、地域に開かれた学校とし、遠足
の受入れなど施設の有効活用に努めます。
（国際園芸アカデミー）

県下の高等学校・大学・企業・関係団体
等とより一層の連携強化を図るための連携
推進体制づくり検討し、後継者育成などの
人材確保、育成に努めます。 また、平成2
0年度に実施した「森林文化アカデミー外
部評価」に基づき、運営方針の見直しを行
います。
（森林文化アカデミー）

県教育委員会とは、現在も工業高校教員
研修、工業高校生の体験学習、工業高校生
ものづくりコンテスト等における施設設備
の利用や実習等への協力などを行ってお
り、今後、こうした連携を強化します。
なお、「国際たくみアカデミー運営協議

会」、「短期大学校交流会」などを通じて
関連企業や団体との連携を深め、企業ニー
ズや業界動向等を今後の運営の参考にしま
す。
また、施設所在地である美濃加茂市とは

「地域連携協定」を平成19年６月に締結し、
双方の資源の活用や広報の利用などについ
て相互協力を深めています。
今後は、各アカデミーとの連絡調整の場

を設け、連携を図ります。 この他に、５
年毎に策定する岐阜県職業能力開発計画
（現在は第８次）の中で引き続き検討を進
めていくこととします。
（国際たくみアカデミー）

備品管理について 県においては、不正資金問題を 物品の現物実査が行われたかどうかは、
受けて策定した「岐阜県政再生プ 会計事務特別検査や会計事務巡回指導で確
ログラム」に基づき、予算の使い 認します。
切りの全廃と徹底した経費削減に （出納管理課）
取り組んでいるところであり、ま
た、県財政が厳しく、資産を購入 保有備品のデータを学内ＬＡＮ共有ファ
するにも予算が割り当てられなく イルに掲示し、情報の共有と有効利用に役
なってきている。しかし、一部の 立てています。
機関において備品管理を適切に行 物品の現物実査実施要領に基づき遊休備
えていないのは、必要なものは必 品を取扱うものとし、当校の「ＩＡＭＡＳ
要な時に買えばいいという過去か 備品購入・管理マニュアル」に遊休物品の
らの慣習が抜けきっていないのか 規定を追加し、学内で使用しない物品は、
と思われる。 物品一覧表へ「遊休」と記載するとともに、
県民の税金で購入した資産はす 他の物品と混在しないよう遊休備品と分か

べて財産であり、適切に管理しな る表示をし、保管場所を定め保管しました。
がら有効利用しなければならない また、イントラネットの掲示板を活用し、
ということを県職員全員に知らし 遊休物品の有効利用を図りました。
めるとともに、正しい実査が行え （国際情報科学芸術アカデミー）
るよう、例えばプロジェクトチー
ムを結成し、各機関循環して立会 備品の適切な管理及び有効活用について
を行い、実施要領に基づいた実査 は、職員に周知し、適正な利用を図ります。
が行われているかどうかを確認す また遊休物品の定義に基づき、備品の利用
ることも検討していくことが望ま 状況を確認するとともに、遊休物品につい
れる。 ては有効活用を図るため、イントラネット



意 見 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

また、遊休備品についての現場 の掲示板に掲示したところ、不用と判断さ
での理解が、遊休資産に計上する れたため、適正に処分を行いました。
ことは無駄な支出を過去にしてし （国際園芸アカデミー）
まったことを認める行為としての
み理解されており、今後の有効活 遊休備品については、物品の現物実査実
用へのデータベースとしての理解 施要領に基づいて把握し、それらをイント
が不足している。 ラネットに掲示し管理換え等を行うこと
遊休資産については、それが他 で、有効活用に努めました。

部門で活用の機会を得られるので 今後も、管理換え・不要決定処分等によ
あれば、他部門で、購入すること り、遊休物品の有効活用及び整備促進を図
なく活用することが必要であるに ります。
もかかわらず、台帳に遊休の記載 （森林文化アカデミー）
がないため活用されているとの誤
解を招くことになる。そのような 平成19年度実施した現物実査の結果、「現
資産があるのかどうか、あればど 在は使用していないが、将来使用する可能
う有効活用していくか、必要とし 性のある物品」又は「故障や破損のため１
ている部門が遊休資産を求めるの 年以上使用できない状態の物品」を遊休物
は当然であるが、遊休としている 品として整理しました。
部門が積極的に他部門へ活用をア 平成20年度の現物実査においては、物品
ピールしていくことも当然必要で の現物実査実施要領に基づき、現物実査を
ある。 完了し、同時に遊休物品についても把握し

ました。
遊休物品の旨登録した物品については、
イントラネットの掲示板への掲示等により
他機関での有効活用ができるよう情報提供
し、有効活用に努めました。
（国際たくみアカデミー）



○指定管理者制度の導入状況を踏まえた公の施設の管理運営について

１ 岐阜マリンスポーツセンター

結 果 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

株式会社マリーナ 金額的な多寡を問わず、正しい 平成19年度までは株式会社マリーナ河芸
河芸との会計区分 収入を認識して計上するため、収 と県からの指定管理料振込の銀行口座が同
の厳格化について 入の帰属先については、株式会社 一で、経理処理に一部混同した部分があり

マリーナ河芸と岐阜マリンスポー ましたが、平成20年度から指定管理者用の
ツセンターとを混同しないように 銀行口座を別途設け、正確な収支仕分けに
処理する必要がある。 努め、経理の明確化を図っております。

２ 世界淡水魚園水族館

結 果 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

収支の補てんにつ 水族館の収支計算書には、実態 総合管理費は、世界淡水魚園水族館の運
いて のない総合管理費が一般管理費に 営事業にかかる諸経費のうち、株式会社江

35,000千円計上されている。この ノ島マリンコーポレーション本社が世界淡
結果、35,000千円経常利益が減額 水魚園水族館の関係者を指導するための経
され、それに伴い県への納入額が 費であり、管理運営協定書に基づく覚書に
減額されている。 より、具体的な業務内容を明示したうえで、
水族館の収支計算は、株式会社 35,000千円を上限とすると規定していま

江ノ島マリンコーポレーションの す。
一部門として作成されており、収 総合管理費の内容は、「ノウハウ料」で
入は当然のこと、支出も水族館で あり、単純に個々の業務にかかる時間当た
直接要する支出のみである。本来 りの人件費などの実費として算定すること
ならば間接的な本部費の負担をす ができない諸経費であるため、積算上「実
べきと考えられるから、総合管理 体のない総合管理費」と監査結果に示され
費の捉え方によってはその計上も ていますが、不適切な経費が計上され、不
不当とはいえないが、具体的にど 当に収益が減らされているものではありま
のような業務に対するものである せん。
か及びその算定根拠は明確にされ 35,000千円の算定は、前述のとおり実費
ていない。 による積算が困難であることから、概ね水
県の担当部署との合意は得てい 族館の運営に関する事業費の約１０パーセ

るとのことであるが、正当な対価 ント程度を目安に、指定管理者と県との協
であれば管理運営協定書に明示 議により決定しています。
し、算定根拠も明らかにすべきで
ある。



○指定管理者制度の導入状況を踏まえた公の施設の管理運営について

１ 岐阜県県民文化ホール未来会館

意 見 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

計画と実績の比較 企画事業、施設維持といった施 公募の際、指定管理者は単体事業者及び
について 設運営の業務それぞれにノウハウ 共同体も含めた応募者の中で区分なく、最

を持った共同体を組成して運営を 適な事業者を選定しています。
任せることで、サービスの向上と
ともに支出を削減するという指定
管理者制度の目的が達成できるよ
うになることから、他の施設でも
同様な手法を取り入れることが望
まれる。

現金及び現金同等 往査時に現金の管理状況を確認 指定管理者に対し、現金等は売上金額等
物の管理について したところ、数日間の売上現金が 残高を確認した後、速やかに金融機関に預

金庫に保管されたままの状況であ 入するよう指導しました。また、無料駐車
った。 券については、発行管理台帳により管理す
例えば、現金管理規定により売 るよう指導しました。

上金額等残高を確認した後は遅滞 今後、毎月行なっている指定管理者との
なく銀行に預入する等の対策を取 定例会で確認します。
ることが望まれる。
また、無料駐車券の管理状況に

ついても良好とはいえなかったの
で、今後は発行管理台帳の整備、
連番管理により、その発行、回収
について適切に管理することが望
まれる。

維持管理経費につ （委託料） （委託料）
いて 委託業務に関する恣意性を排除 毎月行なっている指定管理者との定例会

するため、単に支出が抑えられて において契約内容等を報告させ、客観性、
いるという事実の確認とは別に、 妥当性を検証します。
取引自体の客観性、妥当性を検証 （消耗什器備品費）
することが望まれる。具体的には、 備品については、県の物品会計に準じた
このような取引について、契約内 取扱を明文化するよう指導しました。
容や取引金額を報告させ、第三者
と取引した場合と比較して妥当で
あるかどうかを検証することが望
まれる。
（消耗什器備品費）
新規購入分の備品については、

県と指定管理者の間で収支計算の
方法や比較的高額の定義といった
詳細な取決めを明文化する必要が
ある。

施設運営費につい 施設運営費については、支出が 毎月行なっている指定管理者との定例会
て 若干増加しているが、住民へのサ において、契約内容等を報告させ、取引自

ービス向上と利用促進のための広 体の客観性、妥当性を検証します。
報活動によるものである。
ただし、指定管理者の構成員と

の単独取引であるため、支出増が
適切であったかどうかなどの客観
性を検証することが望まれる。

企画事業費につい 広告、イベント運営について、 毎月行なっている指定管理者との定例会
て その専門である同社のノウハウを において、契約内容等を報告させ、取引自

効率的に利用すべきであるが、や 体の客観性、妥当性を検証します。
はり関係者間取引であるため両者
の間で公正な取引を行うとともに



意 見 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

その事実を検証するチェック機能
を確保するべきである。

人件費について 収支の差額の20％を県に返還す 県による指定管理者の会計検査におい
る規定がある以上、支出の妥当性 て、各社の業務日報等による職員の勤務実
が担保されなければ指定管理料の 態や各社の人件費の支出根拠資料等を確認
適切な運用、ひいては指定管理者 します。
制度の根幹を揺るがす問題とな
る。ただし、これによりすべての
取引を細かくチェックする必要が
あるというわけではない。指定管
理者に管理運営を委託した以上、
最低限検証しなければならない項
目として、関係者間取引があると
いうことである。人件費に限らず
その他の支出についても、同様な
趣旨から必要最低限の検証を行う
ことが望まれる。

施設の目的外使用 会館の運営上、利用者サービス レストラン等を指定管理業務に含めるか
の現況について を考えて目的外使用していくので 否かについては、今後の運営経過を踏まえ、

あれば、不採算事業の継続につい 協議していきます。
て、損失をすべて指定管理者の負
担とすることは、指定管理者に過
度な負担を強いることになる。そ
の結果、県民負担は軽減されると
しても、今後の指定管理者の選定
にあたって障害となるのではない
かと危惧されるため、レストラン
等の運営を指定管理業務に含める
など、会館を包括的に運営させる
方策を検討することが望まれる。

２ 南飛騨健康増進センター

意 見 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

収入について このような施設が岐阜県にある 現在、南飛騨健康増進センターが行う体
ことを県民全体に知ってもらえる 験講座と合わせて当施設が持つ地域資源を
ような大々的なＰＲ活動を実施し 見直し、県民全体に当施設の魅力・楽しみ
て知名度をアップし、利用者を少 を効果的かつ効率的に伝えられるよう、積
しでも増加させるとともに、県内 極的な広報・ＰＲ活動を進めています。
企業とタイアップした健康づくり また、外部の方による施設の利活用やイ
を行うなど外部資金を獲得する方 ベント開催等、誘客拡大につながる場を活
策を検討すべきである。 用した催事の誘致にも努めていきます。

支出について 今後「薬草の森」を維持してい 「薬草の森」について、南飛騨健康増進
くことについては、その重要性を センターと健康福祉政策課との協議をふま
明確にした上での判断が必要とな え、現在、当施設全体の目的に資する役割
り、中途半端な状態で県民の税金 及びその効果に対応した身の丈に合った合
が無駄に使われることのないよ 理的な維持管理を常に考え、経費削減に努
う、支出に見合う効果が上がるも めています。
のなのかどうか、南飛騨健康増進 また、薬草の森の魅力をより多くの方に
センターと所管課が十分に議論し 知っていただくため、手作りで薬草の森ガ
て検討しなければならない。 イドマップを作成する等、積極的に広報・

ＰＲ活動を進めています。



意 見 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

来場者数について 飛騨地方以外はまだまだ多くの 現在、利用者の居住する地域によって南
県民が知らない状況にあり、利用 飛騨健康増進センターに求めるものが違う
者数の増加を期待するのであれ ことを考慮し、県内・東海地域といった地
ば、まず岐阜をはじめ、西濃、東 域や遠方・近隣を意識した事業を企画する
濃からの利用者を増やす必要があ とともに、ウォーキング・そば打ち等個別
り、それにはこの施設があること のニーズにも配慮して積極的な広報・ＰＲ
自体を知ってもらうよう積極的な 活動を進めています。
ＰＲ活動を行っていく必要があ
る。

３ 飛騨・世界生活文化センター

意 見 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

収入について 最新の舞台装置を備えたコンベ コンベンションホールは、展示会、公演、
ンションホールが、実際は体育館 大規模会議、スポーツなどができる多目的
として主に使用されている点には 施設です。平成24年岐阜国体のハンドボー
大きな疑問が残るが、これも地域 ル会場であり、近年は選手育成のために多
への貢献と考えるならば施設使用 くの利用をいただいています。
料の増収は難しい状況にある。 平成20年５月から新たな利用者を確保す
芸術堂については、指定管理者 るために毎月「お試しＤａｙ」を設けて、

制度移行後に最も稼働率が低下し 施設のＰＲに努めており、申込みをいただ
た施設であり、早急な対策が必要 いています。また、地元コンベンションビ
である。 ューローと連携し、コンベンション誘致に
大会議室については、会議室１、も取り組んでいます。

２とあわせて、稼働率はほぼ横這 平成19年度は積極的な営業や広報活動に
いである。広い駐車場やその他施 より、３室とも稼働率が上昇しています。
設との相互活用により稼働率を上 今後も引き続き努力していきます。
げる努力が望まれる。 施設使用料は、施設別及び目的別の使用
施設使用料は、施設別及び目的 料の集計を行なうよう指定管理者に指導し

別の使用料の集計が行われていな ました。
い。今後は施設ごとの稼働率とあ 住民、評価委員会、来館者の声、アンケ
わせて、施設別及び目的別の使用 ート結果等を分析し、企画立案に役立てま
料を把握することが望まれる。 す。
チケット収入、助成金・賛助金

収入については、全て企画事業に
関連するものであるが、本当に地
域文化の振興や活性化に寄与する
企画なのかの検討も必要である。

支出について 少しでも支出を継続して削減で 来館者に理解を得ながら、細やかな夜間
きるよう、指定管理者は当然のこ 電熱・空調の切替えや支障が出ない箇所に
と、県、それから地域住民も力を おける電球の間引きなど、環境への配慮も
合わせて努力していくことが必要 踏まえて実施しています。
である。



４ 岐阜県ミュージアムひだ

意 見 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

収入について 利用者の増加を図り、安易に無 無料招待券は、必要最小限の配布とし、
料券を配布することなく広報や展 有料入場者等の増加を図るために、東海北
示内容といったソフト面での更な 陸自動車道全線開通を契機とした北陸地方
る努力により、有料入場者数を増 への誘致活動や、飛騨地区小中高等学校校
加させる必要がある。 長会を通じた児童生徒及びその保護者への

広報、また、「山とひだびと」展の開催な
ど、当館の特徴を生かし、飛騨のくらし・
文化に密着した魅力ある企画展を実施して
きました。
しかし、現在行っている全ての公の施設

等の抜本的な見直しでは、その運営コスト
を検討すると、費用対効果の面で非効率な
施設となっており、その今後のあり方を地
元市村等と検討しているところです。

支出について 指定管理者と県が業務を分担し 指定管理者やレストラン等の関係者と
ている実情から、単独でその施設 は、情報の共有化を図り、共催事業の実施
の現状を検討するのではなく総合 や体験学習プログラムの共同開発等、施設
的に判断する必要があり、飛騨セ の有効活用に一層努め、また、経費の支出
ンター内の施設の効率的な利用を に関しても、指定管理者と連携をとり、効
図るなど、施設全体での取組みが 率的な執行により、その節減に努めてきま
必要と考えられる。 した。

しかし、現在行っている全ての公の施設
等の抜本的な見直しでは、その運営コスト
を検討すると、費用対効果の面で非効率な
施設となっており、その今後のあり方を地
元市村等と検討しているところです。

５ 岐阜マリンスポーツセンター

意 見 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

収入について 現状の打開策として、（１）現 当施設の現在の最大宿泊人数は、60人と
状ではあまり利用されていないミ なっています。ミーティングルームなどの
ーティングルームなどを宿泊室に 用途変更により宿泊増員を図ることについ
用途変更するなどして、定員を増 ては、合併処理槽の規模（70人槽）から、
やしてより多くの小中学校の利用 これ以上宿泊キャパシティを増やすことは
を図ること、（２）小中学校の学 困難であることが判明しました。このこと
校行事については、宿泊費が減免 から、引き続き現規模での宿泊者増及び収
されている（指定管理者制度募集 入増となるよう、県としても広報等積極的
の際の要件にあり、県内外を問わ に支援してまいります。
ないこととした）。 県外の小中学校が、学校行事で利用する
しかし、県外の小中学生につい 場合の宿泊費の減免につきましては、指定

ても同様の処置を取っているた 管理者と協議し、平成21年度から取りやめ
め、県外分についてはいくらか利 ることとしました。
用料を徴収することにより、利用
料収入を少しでも増加させながら
県施設としての存在価値を維持し
ていくことが必要である。

支出について 支出の規模は小さいが、利用者 指定管理者の自主企画イベントであるヨ
へのサービス提供のためには重要 ット教室の募集に当たっては、できるだけ
な支出であるため、参加者を大勢 多くの県民の参加が得られるよう、県広報
確保できる企画事業を立案すると 紙等を活用し、積極的なＰＲを行ったとこ
ともに、積極的にＰＲ活動するこ ろです。結果としまして、平成19年度と比
とが望まれる。 較すると、参加者数はもちろん、県内から



意 見 の 概 要
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項 目 概 要

の参加も増えました。
また、従来から「干潟観察会」や「カヤ

ックによる川の散策」「浜辺のクリーニン
グ」などの体験学習メニューも取り揃えて
おり、宿泊利用者に楽しんでいただいてい
ますが、なお一層のＰＲについて県も協力
してまいります。

全体の費用処理に 再度費用項目の負担関係を見直 費用項目の負担関係を見直し、正確な会
ついて し、より正確な会計区分を行うと 計区分を行うこと、また、共通費用の負担

ともに、勤務時間、面積割といっ についても適正な計算により経理がなされ
た基準で共通費用の按分計算がな るよう指定管理者に指導いたしました。
されるよう早急に改善すべきであ
る。

安全管理委託費に 実際に岐阜マリンスポーツセン 安全管理費は、県として、岐阜マリンス
ついて ターで負担すべき間接的支出を計 ポーツセンター利用者の安全を図る上で必

算し、それと現状の安全管理委託 要な経費であり、救命艇のレンタル費用、
費と比較することで、少しでも県 船検代、船保険料、船整備料（日常を含む）、
の指定管理料の負担が軽減できる 係留費等救命艇関係費、安全確認費用（人
よう、できる限り実態に即した金 件費含む）、マリーナ使用料等の経費です。
額となるよう毎期見直していくべ 指定管理者に対し、県として安全管理委
きである。 託費の内訳等が確認できるような経理処理

を指示し、内容について毎期確認していく
こととします。

６ 岐阜県先端科学技術体験センター

意 見 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

交通手段の確保に 県または市の協力により、土日 瑞浪市コミュニティバスによる当館への
ついて 祝日、夏休み期間など、多くの利 利便性向上などについては、瑞浪市長・副

用者が見込める日には瑞浪駅から 市長と面談し、その理解と協力を要望しま
の送迎バスを走らせるなど、利用 した。
者増加のために協力体制を整備す
ることが望まれる。

岐阜県民の利用促 テレビ、ラジオ、新聞等で紹介 より多くの岐阜県民に来館してもらえる
進のためのＰＲ活 されることも多く、ＰＲ活動も積 ように、県・市町村広報等を利用し、実験
動について 極的であるが、さらに多くの岐阜 実習費（250円程度）を無料とするなどの

県民が来館するよう、県民だけの 夏休み企画を計画する一方、県内のみの出
特典を付ける等工夫が必要と思わ 前講座（こちらから出張して実演等）を大
れる。 幅に増加しました。

施設維持管理の効 県財政の状況からすれば、今後 センター運営の特異性及び効率性を念頭
率化について 更なる支出削減が求められると予 に、施設運営と維持管理を区別することの

想されるため、施設の運営と維持 有効性・実現性等を含めて検討を進めま
管理を区別し、それぞれを得意と す。
する管理者を指名することも次の
指定管理者選定時には考慮するこ
とが望まれる。

委託料について 前年踏襲する風土を改め、支出 平成20年度の競争入札案件については、
削減効果が期待できる競争入札制 １者随意契約を廃止し、すべて指名競争入
度の導入を早急に検討することが 札を実施しました。
望まれる。



７ 世界淡水魚園水族館

意 見 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

賛助会員制度導入 より安定した来館者数及び収入 地元地域の企業に従業員の福利厚生を目
について を確保できると考えられるため、 的として水族館を利用していただいてお

賛助会員制度を創設することを検 り、賛助会員制度の目的は果たされている
討することが望まれる。 ものと考えています。

収支計画の定期的 開園後３年経過し、開園初年度 広報戦略の強化及び企画展など主要イベ
な見直しについて は予想以上の収入があったもの ントの定着により、開館から続いていた入

の、その後の入場者の減少は計画 館者数の減少傾向に歯止めがかかり、平成
以上に大きく、事業が赤字化して 20年度は対前年約3万人を超える見込みで
指定管理者が辞退することのない あり、入館者数が底を打ったものと思われ
よう、事業の安定性についての課 ます。今後も、安定経営に努めるとともに、
題をチェックし、早期の改善を協 社会情勢の急変などに対応できるよう、入
議して、今後早い段階で現状にあ 館者数の動向や運営収支の状況を参考に、
った将来収支計画を再度作成する 関係機関との協議を積極的に行います。
ことが必要である。

施設設備の再投資 今の段階から、将来の設備投資 当面、既存施設を活用した安定経営を目
について について関係者間で協議を行い、 指しますが、今後の入館者数の動向や運営

できる限り県の資金負担を抑えら 収支の状況を参考に、設備投資と誘客戦略
れるよう準備をしておくことが望 の両面から関係機関とともに検討を進めま
まれる。 す。

ＰＲ活動について 環境教育実践の場として、また、 水族館は、ＰＦＩ的手法により、施設所
地域交流の拠点としての役割を持 得時にかかる膨大な費用負担を軽減し、費
つ一方、毎年400,000千円を超え 用負担を平準化した事業スキームを採用し
る支出を今後27年間払い続けなけ ていることを説明していきます。また、有
ればならないという事実を県民に 効利用について利用者の意見を聞くととも
伝え、この施設の今後を真剣に考 に、引き続き、積極的なＰＲ活動を行い県
えてもらい、有効利用されるよう 民の貴重な財産の有効活用に努めます。
なＰＲ活動も積極的に行うことが
望まれる。

８ 今後の提言

意 見 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

施設の今後の在り 今の時代、自然と触れ合う施設 現在、南飛騨健康増進センターは、県民
方について としては十分魅力を出せると期待 の健康増進に資する施設であるだけでな
南飛騨健康増進セ できるので、南飛騨国際健康保養 く、自然を始めとした観光資源もあること
ンター 地構想自体が転換期を迎えている から、県外の方々も含め、多くの方が来て

現状では、是非思い切った転換を 楽しんでいただけるよう、新たに「南飛騨
図るべきである。そのように施設 健康増進センター広報戦略」を策定し、積
を有効利用し価値を高めていけ 極的な広報・ＰＲ活動を進めています。
ば、民間企業を対象とした指定管 今後は、一層の利用促進を図る一方で、
理者制度の採用も可能になるであ 現状を見ながら施設のあり方を検討してい
ろう。そのような努力をしても、 きます。
利用状況が好転しなければ、事業 （健康福祉政策課）
を中止し外部へ売却することも考
えることが望まれる。

施設の今後の在り 今後、この施設の在り方につい 地域住民参加型のイベントの開催や県内
方について て、初期投資及び維持管理に係る 外に向けた取り組みにより、平成19年度は
飛騨・世界生活文 投資とその効果の関係を常に意識 過去最高の来館者数（413,587人）となり、
化センター したうえで関係者全員が真剣に議 大会議室、会議室１、２についても稼働率

論し、大幅な利用状況の改善が望 が向上しています。平成20年度第3四半期



意 見 の 概 要
左記に対して講じた措置

項 目 概 要

まれる。それが困難である場合に までの実績も対前年度同時期との比較にお
は、売却、譲渡といったことまで いて利用者が増加しているところです。今
踏み込んで検討する必要があると 後も引き続き、より一層のサービス向上に
思われる。 努めるとともに、施設のあり方について真

剣に議論し、検討してまいります。
（人づくり文化課）

施設の今後の在り 他県にある施設で県民の利用促 引き続き一層のＰＲ等により県民の利用
方について 進の向上を目指すのは極めて難し 促進を図ってまいりますが、施設の在り方
岐阜マリンスポー い問題である。県財政が厳しい中、については慎重に検討してまいります。
ツセンター 今後も県民の利用状況が低い状態 （スポーツ健康課）

を脱却すべく抜本的な対策を取る
必要がある。
例えば、オフシーズンの休業化

等を実施するなど経費削減を行う
などして、それでも大幅な改善が
見られないのであれば、施設自体
を売却、又は譲渡するなどについ
て早急に検討する必要がある。

契約内容の明確化 基本協定書については、対象と 施設の特性から、やむを得ず変更せざる
と統一について なった施設を管理する所管課が策 を得ないものを除き、標準協定書に準拠し

定しており、大きな差はないにし 作成するよう指導します。
てもその規定ぶりはそれぞれの所 （管財課）
管課で異なっている。再委託の際
には県全体でできる限り統一する
ことが必要である。

評価制度の充実に ①評価委員会 毎年、更新や新規の施設のみを対象とす
ついて 指定管理者の管理運営業務を評 る審査委員会に対し、評価委員会は全ての

価するにあたっては、各施設の特 施設を対象とすることから、全47施設につ
殊性があるとしても、公の施設と いて、1つの評価委員会で評価することは、
して、他の施設とを比較して判断 委員の日程調整等、物理的に困難であると
することも重要であると考えられ 考えております。なお、現在類似施設（福
る。 祉施設、スポーツ施設、公園）において、
現状の選任方法では、評価委員 合同の評価委員会を導入しています。また、

が他の施設との比較判断ができな 評価方法の統一化を行うよう現在、検討中
いため、審査委員会と同じように、です。
固定委員と随時委員による評価委 （管財課）
員会制度の導入なども検討するこ
とが望ましい。
②評価方法
指定管理者評価マニュアルをホ

ームページで公表し、評価項目、
評価ポイント、評点、評点に基づ
く総合評価等の評価基準を明らか
にして、指定管理者制度の充実を
図っている自治体もあり、県にお
いても制度の所管課である総務部
管財課において、評価マニュアル
を作成して各施設について統一的
な評価が実施されることが望まし
い。

公募の徹底につい 平成18年４月からの制度導入で 現在、特定者指名としている施設につい
て 指定期間が３年間の施設において ても、公募可能な施設については公募する

は、再指定の時期が来年に迫って こととしております。
きており、実績を踏まえたうえで、（管財課）
県としては再度この制度の意義を
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確認し、メリットを活かすような
対応を図る必要がある。安易に継
続指定することなく、広く公募が
実施され、本来の目的が達成でき
るような制度となっていくことが
期待される。

企業会計の導入と 指定管理者制度の一事業年度の 事業報告書に損益計算書を提出するよう
監査制度の採用に 成果は収支計算書として報告され に各所管課に通知しました。
ついて るが、この収支計算書は県の会計 （管財課）

と同様、いわゆる現金主義ベース
で作成されている。昨今、公会計 指定管理者に対する予備監査業務の外部
においても企業会計の導入が求め 委託については、平成20年度から導入して
られており、指定管理者制度でも います。
企業会計に基づく損益計算書によ （監査委員事務局）
り運営成績を明らかにしたほう
が、より実態に合った評価が可能
と考える。
監査委員監査では、今年度から

予備監査業務を一部アウトソーシ
ングしているので、その専門性を
活かすため、指定管理者に対する
予備監査業務についてもアウトソ
ーシングの対象として拡大するこ
とが望ましいと考える。

財団を指定管理者 指定管理者となっている財団の 指定管理者となっている公益法人には、
に選定した場合の ほか、県直営施設の収支計算書に 人件費を反映した収支計算書を提出するよ
人件費の開示につ は県が負担している職員の人件費 うに各所管課に通知しました。
いて が計上されていないため、実際に （管財課）

いくらの税金が投入されて運営さ
れているのかが分らない。そのよ 平成19年度決算から施設運営の評価資料
うな状況で、経済性、効率性を正 等において、人件費総額を含めた記載とし
しく評価できるのか、場合によっ ます。
ては全く逆の評価をしてしまう恐 （研究開発課）
れもある。
県民に正しい情報を提供すると

いう意味でも、実際に負担すべき
支出を総額で計上するよう、従事
している職員の人件費を反映した
収支計算書を作成することが望ま
れる。


